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は

し

が

き

死
刑
の
存
廃
を
め
ぐ
っ
て
は
、
既
に
論
点
が
出
尽
く
し
、
理
論
面
で
は
閉
塞
感
す
ら
漂
う
。
日
本
で
は
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
を
き
っ
か

け
に
、
一
時
は
注
目
を
浴
び
た
死
刑
問
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
大
き
な
展
開
が
見
ら
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た１

）。

し
か
し
、
近
時
、
死
刑
を
め
ぐ
る
議
論
が
再
活
発
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
に
開
催
さ
れ
た
、
日
本
犯
罪
社
会
学
会

第
四
二
回
大
会
で
は
、

死
刑
を
巡
る
最
近
の
状
況
」
と
題
す
る
テ
ー
マ
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
設
け
ら
れ
、
実
務
的
、
比
較
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か

ら
掘
り
下
げ
た
議
論
が
行
わ
れ
た２

）。
ま
た
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
は
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
七
日
、
第
五
九
回
人
権
擁
護
大
会
に
お
い
て
、

死
刑
制
度
の
廃
止
を
含
む
刑
罰
制
度
全
体
の
改
革
を
求
め
る
宣
言３

）」
を
採
択
し
、
二
〇
一
七
年
六
月
に
は
、

死
刑
廃
止
及
び
関
連
す
る
刑

罰
制
度
改
革
実
現
本
部４

）」
が
設
置
さ
れ
た
。

他
方
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
死
刑
を
廃
止
す
る
一
九
八
一
年
一
〇
月
九
日
の
法
律
第
八
一

九
〇
八
号
に
よ
っ
て
死
刑
が
廃
止
さ
れ
た５

）こ
と

で
、
死
刑
存
廃
論
、
よ
り
端
的
に
い
え
ば
、
世
論
を
中
心
と
し
た
死
刑
存
置
の
主
張
は
下
火
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
フ

ラ
ン
ス
は
、
国
際
条
約
の
批
准
及
び
そ
れ
に
伴
う
憲
法
改
正
等
に
よ
り
、
死
刑
の
な
い
社
会
の
定
着
に
向
け
て
着
実
に
歩
ん
で
い
る６

）。

日
本
の
死
刑
は
、
ど
こ
へ
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
当
た
り
、
折
し
も
、
二
〇
一
七
年
七
月
、
フ
ラ
ン
ス

の
死
刑
廃
止
に
尽
力
し
たR

o
b
ert B

A
D
IN
T
E
R

の
記
念
論
文
集
が
発
刊
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
死
刑
の
問
題
を
扱
う
興
味
深
い
論
稿
も

含
ま
れ
て
い
る７

）。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、B

A
D
IN
T
E
R

記
念
論
文
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
稿
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
、P

h
ilip

p
e M

A
U
R
IC
E

事
件

を
素
材
に
、
死
刑
存
廃
を
め
ぐ
る
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
状
況
を
概
観
し
、
そ
こ
か
ら
日
本
の
死
刑
問
題
に
対
す
る
示
唆
の
導
出
を
試
み
る
。

以
下
、P

h
ilip

p
e M

A
U
R
IC
E

事
件
の
概
要
、
及
び
、
各
手
続
段
階
で
の
判
断
を
紹
介
し
た
上
で
、
死
刑
廃
止
ま
で
の
道
程
を
辿
る
こ
と

に
す
る
。
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第
１
章

P
h
ilip

p
e M

A
U
R
IC
E

事
件

第
１
節

事
案
の
概
要

S
a
n
te

刑
務
所
に
拘
禁
さ
れ
て
い
たP

h
ilip

p
e M

A
U
R
IC
E

は
、
外
出
許
可
を
え
た
が
、
そ
の
後
、
刑
務
所
へ
戻
ら
ず
、L

a
n
tier

通

り
のV

io
let

ホ
テ
ル
に
部
屋
を
取
っ
た
。
一
九
七
九
年
一
二
月
六
日
、S

erg
e A

T
T
U
IL

とC
h
a
telet

で
落
ち
合
っ
た
。
二
人
は
車
か

ら
ラ
ジ
オ
受
信
機
を
盗
む
計
画
を
立
て
た
。
破
毀
院
刑
事
部
一
九
八
〇
年
四
月
二
二
日
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、P

h
ilip

p
e

 
M
A
U
R
IC
E

を
重
罪
法
院
に
移
送
し
た８

）。
M
A
U
R
IC
E

は
、
ま
ず
、
一
二
月
六
日
の
夜
、
若
い
女
性
と
過
ご
し
、
彼
女
と
夕
食
を
取
っ
た
後
、
ピ
ス
ト
ルP

O
8

を
取
り
に
一
人

で
部
屋
に
戻
っ
た
。
そ
の
ピ
ス
ト
ル
は
、
彼
ら
の
行
動
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
者
が
い
た
場
合
に
、
そ
れ
ら
の
全
て
の
者
を
抑
止
す
る
た
め
に
、

A
T
T
U
IL

に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
渡
さ
れ
た
も
の
で
、
九
発
の
弾
丸
が
装
塡
さ
れ
て
い
た
。

深
夜
〇
時
、M

A
U
R
IC
E

は
、
決
め
ら
れ
て
い
た
と
お
り
、A

T
T
U
IL

と
合
流
し
、
二
人
揃
っ
て
、A

T
T
U
IL

運
転
の

P
eu
g
eo
t104

でG
en
tilly

に
向
か
っ
た
。
二
人
は
、
こ
の
市
の
他
、A

rcu
eil

も
通
行
し
、A

T
U
U
IL

は
、A

rcu
eil

で
、
一
台
の
車
の

ド
ア
を
壊
し
、
ラ
ジ
オ
受
信
機
を
取
り
外
し
、
複
数
の
カ
セ
ッ
ト
と
も
に
、
持
ち
去
っ
た
。

こ
の
ラ
ジ
オ
受
信
機
が
古
か
っ
た
の
で
、A

T
T
U
IL

は
、
二
台
目
の
車
か
ら
別
の
ラ
ジ
オ
受
信
機
を
盗
ん
で
、
彼
ら
は
、P

eu
g
eo
t104

でP
a
ris

に
戻
っ
た
。
同
車
は
常
にA

T
T
U
IL

が
運
転
し
て
い
た
。

M
o
n
g
e

通
り
で
、
彼
ら
は
、
左
側
に
い
る
、R

U
E
L
L
E

巡
査
部
長
運
転
の
パ
ト
カ
ー
『S

im
ca
 
P
ie

』
を
発
見
し
た
。R

U
E
L
L
E

は
、

横
にL

O
R
A
IN

巡
査
、
後
部
にC

R
O
U
X

巡
査
を
乗
せ
て
巡
回
中
で
あ
っ
た
。

R
U
E
L
L
E

巡
査
部
長
は
、P

eu
g
eo
t104

に
気
づ
い
た
。
彼
は
、P

eu
g
eo
t104

に
乗
っ
て
い
る
人
に
職
務
質
問
を
し
よ
う
と
こ
の
車
に

フランスにおける死刑廃止への道程（井上）
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向
か
っ
た
。
こ
の
二
台
の
車
は
、
当
時
、F

er a
M
o
u
lin

通
り
とG

o
b
elin

大
通
り
の
交
差
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
赤
だ
っ
た
信
号
が

青
に
変
わ
り
、P

eu
g
eo
t104

は
警
察
官
が
介
入
し
う
る
前
に
発
進
し
た
。
そ
こ
で
、L

O
R
A
IN

巡
査
は
、P

eu
g
eo
t

に
乗
っ
て
い
る
人
に

車
を
止
め
る
よ
う
合
図
し
た
。

M
A
U
R
IC
E

は
、
こ
の
職
務
質
問
の
企
て
に
は
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た
も
の
の
、
制
服
を
着
た
複
数
の
警
察
官
が
中
に
乗
っ
た
白
黒
の

警
察
車
両
が
自
分
た
ち
を
『
追
い
詰
め
る
（serrer

）』
た
め
に
接
近
し
て
い
る
の
を
仲
間
に
告
げ
た
。

A
T
T
U
IL

は
、
そ
れ
に
従
う
ど
こ
ろ
か
、P

eu
g
eo
t

の
速
度
を
上
げ
、
右
側
に
あ
る
最
初
の
通
り
を
行
っ
た
。
そ
こ
は
、S

q
u
a
re

 
A
d
a
n
so
n

通
り
の
袋
小
路
で
あ
っ
た
。
警
察
官
ら
も
同
様
にP

eu
g
eo
t104

の
後
を
追
っ
て
こ
の
袋
小
路
に
進
入
し
た
。
普
通
に
走
行
し

て
い
たP

eu
g
eo
t104

は
、
他
の
車
が
駐
車
の
操
作
を
で
き
る
よ
う
速
度
を
緩
め
、
そ
の
後
、
再
び
前
進
し
、
地
下
駐
車
場
の
電
子
ボ
ッ
ク

ス
の
金
属
製
支
柱
に
接
触
し
て
急
停
車
し
た
。

R
U
E
L
L
E

巡
査
部
長
は
、P

ie

をP
eu
g
eo
t

の
後
方
、
そ
の
ト
ラ
ン
ク
の
一
メ
ー
ト
ル
な
い
し
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
停
め
た
。

三
名
の
警
察
官
は
、
素
早
く
介
入
で
き
る
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
ド
ア
を
開
け
て
い
た
。

彼
ら
は
、A

T
T
U
IL

及
びM
A
U
R
IC
E

と
同
時
に
車
か
ら
降
り
た
。

発
砲
の
結
果
、
審
理
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
以
下
の
状
況
に
お
い
て
、S

erg
e A

T
T
U
IL

、R
U
E
L
L
E

巡
査
部
長
及
びC

R
O
U
X

巡
査
は
致
命
傷
を
負
っ
た
一
方
、P

h
ilip

p
e M

A
U
R
IC
E

及
びL

O
R
A
IN

巡
査
は
軽
傷
に
と
ど
ま
っ
た
。

L
O
R
A
IN

巡
査
の
陳
述
、
被
告
人M

A
U
R
IC
E

の
釈
明
、
薬
莢
、
弾
丸
及
び
弾
着
の
位
置
、
並
び
に
、
法
医
学
及
び
弾
道
学
鑑
定
か

ら
、
事
実
経
過
に
関
し
て
、
以
下
の
点
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

L
O
R
A
IN

巡
査
に
よ
れ
ば
、
彼
は
、
警
察
車
両
か
ら
降
り
た
と
き
に
、A

T
T
U
IL

が
手
に
火
器
を
も
っ
てP

eu
g
eo
t

か
ら
降
り
て
き

た
こ
と
、
及
び
、
同
様
に
こ
の
車
か
ら
降
り
て
四
メ
ー
ト
ル
な
い
し
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
るM

A
U
R
IC
E

が
右
手
を
ベ
ル
ト

に
掛
け
て
、
数
歩
近
づ
き
な
が
ら
銃
口
を
自
分
の
方
に
向
け
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

論 説
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警
察
車
両
の
右
前
輪
の
と
こ
ろ
に
い
て
、
ま
だ
ピ
ス
ト
ル
を
抜
い
て
い
な
か
っ
たL
O
R
A
IN

は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、R

U
E
L
L
E

巡
査
部
長
が
、P

eu
g
eo
t104

の
左
後
輪
の
と
こ
ろ
に
い
たA

T
T
U
IL

に
飛
び
か
か
り
、
同
僚
ら
に
『
こ
い
つ
を
撃
て
』
と
叫
び
な
が
ら
、

A
T
T
U
IL

を
取
り
押
さ
え
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
が
、
そ
こ
で
直
ち
にA

T
T
U
IL

がR
U
E
L
L
E

巡
査
部
長
に
発
砲
し
た
た
め
、L

O
R
-

A
IN

巡
査
は
仲
間
の
救
助
に
向
か
っ
た
。

L
O
R
A
IN

は
、
二
台
の
車
の
間
を
通
り
、
自
分
の
ピ
ス
ト
ル
を
抜
き
、
装
塡
し
た
後
、
同
僚R

U
E
L
L
E

の
そ
ば
に
き
て
、
こ
の
巡
査

部
長
の
左
肩
越
し
に
、
実
際
、
至
近
距
離
でA

T
T
U
IL

に
向
け
て
発
砲
し
た
。

こ
の
間
に
、M

A
U
R
IC
E

は
、
駐
車
場
入
口
の
ス
ロ
ー
プ
を
下
り
て
逃
げ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、M

A
U
R
IC
E

は
、
逃
げ
道
が
見
つ

か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
急
い
で
元
き
た
道
を
引
き
返
し
た
と
こ
ろ
、C

R
O
U
X

巡
査
に
相
対
し
た
た
め
、
彼
に
向
け
て
最
初
の
発
砲
を

行
っ
た
。P

eu
g
eo
t

の
前
で
見
つ
か
っ
た
薬
莢
は
、M

A
U
R
IC
E

に
よ
っ
てC

R
O
U
X

巡
査
に
発
射
さ
れ
た
こ
の
最
初
の
弾
丸
に
合
致
し

て
い
る
。

他
方
、A

T
T
U
IL

に
発
砲
さ
れ
たL

O
R
A
IN

巡
査
は
、
そ
の
銃
声
を
聞
い
て
し
ゃ
が
み
、
こ
の
姿
勢
の
ま
ま
、
二
台
の
車
の
間
に
再

び
戻
っ
た
。P

eu
g
eo
t104

の
右
後
輪
の
と
こ
ろ
に
辿
り
着
い
たL

O
R
A
IN

は
、
同
様
に
し
ゃ
が
ん
で
い
る
同
僚C

R
O
U
X

に
気
づ
き
、

駐
車
場
の
扉
の
開
閉
を
制
御
す
る
電
子
ボ
ッ
ク
ス
の
前
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
互
い
に
向
き
合
っ
た
。
二
人
の
巡
査
は
、
互
い

に
前
進
し
て
、P

eu
g
eo
t104

の
右
前
輪
の
と
こ
ろ
で
合
流
し
た
。

そ
の
と
き
、
巡
査
二
人
と
も
が
、M

A
U
R
IC
E

の
発
砲
に
よ
っ
て
負
傷
し
て
い
た
。M

A
U
R
IC
E

は
、
慌
て
て
行
っ
た
最
初
の
発
砲
の

後
、P

eu
g
eo
t

の
ボ
ン
ネ
ッ
ト
の
前
を
通
り
、
二
人
の
巡
査
へ
の
発
砲
を
続
け
つ
つ
、
地
下
駐
車
場
の
歩
行
者
通
用
口
へ
向
か
っ
た
。

二
台
の
車
両
の
左
側
に
あ
る
、
地
下
駐
車
場
へ
の
車
両
入
口
の
ス
ロ
ー
プ
部
分
で
発
見
さ
れ
た
薬
莢
は
、M

A
U
R
IC
E

に
よ
っ
て
二
人

の
巡
査
に
向
け
て
発
射
さ
れ
た
弾
丸
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
一
連
の
発
砲
の
後
、M

A
U
R
IC
E

は
、
こ
の
地
下
へ
の
入
口
に
侵
入
し
、
テ
ラ
ス
の
壁
及
び
格
子
を
乗
り
越
え
て
逃
走
し
た
。

（84-３- ）565 5
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こ
の
乗
り
越
え
に
際
し
、M

A
U
R
IC
E

は
、
お
そ
ら
く
、P

eu
g
eo
t

の
ボ
ン
ネ
ッ
ト
の
後
ろ
で
、
右
前
輪
の
と
こ
ろ
に
い
たL

O
R
A
IN

巡
査
の
五
発
の
発
砲
に
よ
っ
て
、
右
手
小
指
を
負
傷
し
た
模
様
で
あ
る９

）。」

こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
基
づ
き
、
事
件
は
以
下
の
嫌
疑
で
重
罪
法
院
に
移
送
さ
れ
た
。

「
1° ）

2° ）

で
特
定
さ
れ
る
下
記
の
故
意
の
殺
人
罪
及
び
故
意
の
殺
人
未
遂
罪
に
先
行
、
随
伴
ま
た
は
後
行
し
て
行
わ
れ
た
、
職
務
執
行
中
の
官

憲Jea
n R

U
E
L
L
E

に
対
す
る
予
謀
を
伴
う
故
意
の
殺
人
の
共
犯

2° ）

1° ）

で
特
定
さ
れ
た
上
記
の
故
意
の
殺
人
罪
、
及
び
、
3° ）

で
特
定
さ
れ
た
下
記
の
故
意
の
殺
人
未
遂
罪
に
先
行
、
随
伴
ま
た
は
後
行
し
て

行
わ
れ
た
、
職
務
執
行
中
の
官
憲G

era
rd C

R
O
U
X

に
対
す
る
予
謀
を
伴
う
故
意
の
殺
人

3° ）

1° ）

及
び
2° ）

で
特
定
さ
れ
た
上
記
故
意
の
殺
人
罪
に
先
行
、
随
伴
ま
た
は
後
行
し
て
行
わ
れ
た
、
職
務
執
行
中
の
官
憲R

o
b
ert

 
L
O
R
-

A
IN

に
対
す
る
予
謀
を
伴
う
故
意
の
殺
人
未
遂10

）」

第
２
節

P
a
ris

重
罪
法
院
一
九
八
〇
年
一
〇
月
二
八
日
判
決

P
a
ris

控
訴
院
部
長G
IR
E
S
S
E

氏
を
裁
判
長
、
二
名
のP

a
ris

大
審
裁
判
所
判
事L

E
C
L
A
C
H
E

氏
及
びS

A
V
A
L
L
I

氏
を
陪
席
裁

判
官
と
し
て
構
成
さ
れ
た
、P

a
ris

重
罪
法
院
は
、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
二
八
日
、M

A
U
R
IC
E

に
対
し
死
刑
判
決
を
下
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、M

A
U
R
IC
E

の
弁
護
人
は
、
以
下
の
趣
意
書
を
提
出
し
て
、
破
棄
を
申
し
立
て
た
。

第
一
の
破
棄
申
立
て
理
由
。
原
判
決
に
は
、
以
下
の
点
で
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
二
四
九
条
、
一
九
七
九
年
一
月
一
九
日
の
デ
ク
レ
第
七

九

四
八
号
第
一
条
、
一
九
七
五
年
八
月
四
日
の
法
律
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
、
一
九
七
〇
年
七
月
一
七
日
の
組
織
法
第
一
四
条
、
及
び
、

一
九
五
八
年
一
二
月
二
二
日
の
デ
ク
レ
第
五
八

一
二
号
第
二
条
違
反
が
あ
る
。
即
ち
、
法
院
は
、P

a
ris

控
訴
院
の
部
長
で
あ
るG

IR
E
S
-

S
E

氏
を
裁
判
長
と
し
、P

a
ris

大
審
裁
判
所
に
配
属
さ
れ
た
予
審
判
事L

E
C
L
A
C
H
E

氏
、
及
び
、P

a
ris

大
審
裁
判
所
判
事S

A
V
A
L
-
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L
I

氏
を
陪
席
裁
判
官
と
す
る
構
成
で
あ
っ
た
。

一
方
で
、
一
九
七
九
年
一
二
月
二
六
日
付
の
命
令
に
よ
る
、L

E
C
L
A
C
H
E

氏
のP

a
ris

大
審
裁
判
所
へ
の
配
属
は
違
法
で
あ
り
、
一
九

七
九
年
一
月
一
九
日
の
デ
ク
レ
第
七
九

四
八
号
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
配
属
は
、
一
時
的
に
補
充
さ
れ
た
司
法
官
に
は
妥
当
し
え
ず
、
当

該
司
法
官
は
、
少
な
く
と
も
、
二
年
間
、
第
二
級
第
二
類
の
職
務
に
お
い
て
、
実
際
の
業
務
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

元P
a
ris

控
訴
院
裁
判
官
で
あ
っ
たL

E
C
L
A
C
H
E

氏
は
、
一
九
七
九
年
九
月
二
九
日
に
引
退
し
た
が
、
一
九
七
九
年
一
二
月
三
一
日

ま
で
職
に
と
ど
ま
り
、
一
九
七
五
年
八
月
四
日
の
法
律
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
、
一
九
七
〇
年
七
月
一
七
日
の
組
織
法
に
よ
り
、M

ea
u
x

大
審
裁
判
所
判
事
と
し
て
一
時
的
に
補
充
さ
れ
た
。
従
っ
て
、L

E
C
L
A
C
H
E

氏
は
、
一
九
七
九
年
一
月
一
九
日
の
デ
ク
レ
の
適
用
に

よ
っ
てP

a
ris

に
は
配
属
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
七
〇
年
七
月
一
七
日
の
法
律
第
一
四
条
に
よ
れ
ば
、
一
時
的
に
補

充
さ
れ
た
司
法
官
は
、
司
法
上
の
階
層
で
い
う
第
二
級
第
一
類
の
職
務
に
専
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
、L

E
C
L
A
C
H
E

氏

を
第
二
級
第
二
類
に
属
す
る
職
務
を
執
行
す
る
た
め
に
任
命
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
同
条
に
対
す
る
違
反
が

あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
九
七
九
年
一
月
一
九
日
の
デ
ク
レ
第
七
九

四
八
条
に
よ
っ
て
配
属
さ
れ
た
司
法
官
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
二
四
九

条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
、
陪
席
裁
判
官
と
し
て
の
資
格
を
も
た
な
い
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
、
法
院
は
、
不
適
法
に
構
成
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る11

）。」
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第
２
章

破
毀
院
刑
事
部
及
び
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
断

第
１
節

破
毀
院
刑
事
部
一
九
八
一
年
三
月
一
九
日
判
決

破
毀
院
刑
事
部
は
、M

A
U
R
IC
E

の
弁
護
人
に
よ
る
破
棄
申
立
て
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
れ
を
棄
却
し
た
。

弁
論
中
に
、
被
告
人
ま
た
は
そ
の
弁
護
人
に
よ
る
異
議
申
立
て
が
な
い
の
で
、L

E
C
L
A
C
H
E

氏
は
、P

a
ris

大
審
裁
判
所
に
配
属
さ

れ
た
判
事
の
資
格
で
、P

a
ris

重
罪
法
院
に
お
い
て
陪
席
裁
判
官
の
職
務
に
従
事
す
る
た
め
、
法
律
に
従
っ
て
指
名
さ
れ
た
と
い
う
法
律
上

の
推
定
が
存
す
る12

）。」

明
ら
か
に
裁
判
体
の
構
成
が
不
適
法
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
「
法
律
上
の
推
定
」
の
存
在
を
根
拠
に
正
当
化
し
た
破
毀
院
の

態
度
に
は
、
批
判
も
強
い13

）。
裁
判
体
の
構
成
を
め
ぐ
る
こ
の
問
題
は
、
公
法
の
領
域
に
舞
台
を
移
し
て
争
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

第
２
節

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
八
一
年
五
月
一
五
日
判
決

P
h
ilip

p
e M

A
U
R
IC
E

の
弁
護
側
は
、
一
九
八
一
年
三
月
二
六
日
、L

E
C
L
A
C
H
E

氏
をP

a
ris

大
審
裁
判
所
判
事
と
し
て
任
命
し
た

大
臣
命
令
の
無
効
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
申
し
立
て
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
当
該

命
令
の
無
効
を
宣
言
し
た
。

更
新
不
可
の
三
年
間
、
第
二
級
第
一
類
に
属
す
る
職
務
、
即
ち
、M

ea
u
x

大
審
裁
判
所
判
事
の
職
務
に
従
事
す
る
た
め
、
元
司
法
官
の

Ｘ
氏
を
補
充
す
る
、
一
九
七
九
年
一
二
月
二
一
日
付
の
国
璽
尚
書
の
命
令
に
続
い
て
、
一
九
七
九
年
一
二
月
二
六
日
、
第
二
級
第
二
類
の
職

務
に
従
事
す
る
た
め
、
Ｘ
氏
をP

a
ris

大
審
裁
判
所
に
配
属
す
る
、
国
璽
尚
書
の
新
た
な
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
命
令
の
対
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比
か
ら
、
Ｘ
氏
のM

ea
u
x

大
審
裁
判
所
へ
の
任
命
は
、
こ
の
裁
判
所
の
必
要
を
充
た
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
彼
が

指
名
さ
れ
た
、
そ
の
上
、
彼
が
法
律
上
従
事
し
え
た
唯
一
の
も
の
で
あ
る
、
第
二
級
第
一
類
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
彼
に
許
容
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
か
く
し
て
、
Ｘ
氏
が
、
こ
れ
ら
の
職
に
任
命
さ
れ
た
、
一
九
七
九
年
一
二
月
二

一
日
の
命
令
は
、
形
骸
的
任
命
（n

o
m
in
a
tio
n
 
p
o
u
r o

rd
re

）
の
性
格
を
有
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
無
効
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
Ｘ
氏
が

P
a
ris

大
審
裁
判
所
に
配
属
さ
れ
た
、
一
九
七
九
年
一
二
月
二
六
日
の
命
令
は
、
そ
れ
自
体
、
無
効
で
あ
る14

）。」

か
く
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
っ
て
、L

E
C
L
A
C
H
E

氏
をP

a
ris

大
審
裁
判
所
に
配
属
す
る
命
令
が
無
効
で
あ
っ
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、M

A
U
R
IC
E

は
、
一
九
八
一
年
五
月
二
五
日
、F

ra
n
ço
is M

IT
T
E
R
R
A
N
D

大
統
領
の
恩
赦
を
受
け
、
無
期

懲
役
に
減
刑
さ
れ
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
死
刑
廃
止
の
道
程
に
お
い
て
、
象
徴
的
と
も
い
え
るP

h
ilip

p
e M

A
U
R
IC
E

事
件
を
概
観
し
た
。

P
h
ilip

p
e M

A
U
R
IC
E

は
、
本
事
件
を
起
こ
す
ま
で
に
三
度
の
有
罪
判
決
を
受
け
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
盗
品
関
与
、
詐
欺
、
偽
造
と

い
っ
た
軽
罪
ば
か
り
で
あ
る15

）。
本
件
で
も
、
当
初
は
盗
罪
で
あ
り
、
む
し
ろ
凶
器
の
準
備
を
は
じ
め
、
主
導
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
は

A
T
T
U
IL

の
方
と
も
い
え
る
。

そ
の
後
、
大
統
領
恩
赦
を
受
け
たM

A
U
R
IC
E

は
、
収
監
中
に
中
世
史
の
研
究
に
邁
進
し
、
国
家
博
士
号
を
取
得
す
る16

）。
こ
の
一
事
を

も
っ
て
総
じ
て
死
刑
対
象
者
に
も
改
善
可
能
性
は
あ
る
と
断
じ
る
の
は
早
計
で
は
あ
る17

）が
、
死
刑
囚
を
改
善
不
能
犯
と
見
な
す
考
え
方
に
修

正
を
迫
る
一
事
例
と
は
い
え
よ
う
。

今
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
死
刑
の
不
存
在
が
社
会
の
大
多
数
に
浸
透
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、R

o
b
ert B

A
D
IN
T
E
R

に
よ
る
死
刑
廃
止
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法
案
の
提
出
を
英
断
と
み
る
向
き
が
強
い18

）。
世
論
が
死
刑
存
置
に
傾
い
て
い
た
当
時
、B
A
D
IN
T
E
R

の
奔
走
が
な
け
れ
ば
、
あ
の
時
点

で
の
死
刑
廃
止
は
叶
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
政
府
は
、

世
論
調
査
」
の
結
果
を
受
け
て
、
国
民
の
八
〇
％
以
上
が
死
刑
の
存
置
を
望
ん
で
い
る
と
し
て
、
死

刑
廃
止
に
は
消
極
的
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
の
が
、
直
近
で
は
、
二
〇
一
四
年
に
実
施
さ
れ
た
、
内
閣
府
に
よ
る
「
基

本
的
法
制
度
に
関
す
る
世
論
調
査19

）」
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
ま
ず
、

死
刑
制
度
に
関
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
な
た
は
ど
ち
ら
の
意
見
に
賛
成
で
す
か
。」
と
の
問

い
を
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、

死
刑
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
（
九
・
七
％
）」、

死
刑
も
や
む
を
得
な
い
（
八
〇
・
三
％
）」、

わ
か
ら
な
い
・
一

概
に
言
え
な
い
（
九
・
九
％
）」
と
の
回
答
を
え
て
い
る
。
政
府
は
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
結
果
を
根
拠
に
、
国
民
の
八
〇
％
以
上
が

死
刑
に
賛
成
し
て
い
る
と
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
い
の
立
て
方
自
体
に
存
す
る
バ
イ
ア
ス
の
点20

）は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
も
、
上
記
問
い
で
「
死
刑
も
や
む
を
得
な
い
」

と
回
答
し
た
者
に
対
す
る
、

将
来
も
死
刑
を
廃
止
し
な
い
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
、
状
況
が
変
わ
れ
ば
、
将
来
的
に
は
、

死
刑
を
廃
止
し
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
か
。」
と
の
問
い
へ
の
回
答
を
併
せ
て
考
慮
す
る
と
、
国
民
世
論
の
現
状
は
必
ず
し
も
政
府
の
い
う

と
お
り
で
は
な
い
の
が
分
か
る
。
即
ち
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、

将
来
も
死
刑
を
廃
止
し
な
い
（
五
七
・
五
％
）」、

状
況
が
変
わ
れ
ば
、

将
来
的
に
は
、
死
刑
を
廃
止
し
て
も
よ
い
（
四
〇
・
五
％
）」、

わ
か
ら
な
い
（
二
・
〇
％
）」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
か
ら
、
死
刑

存
置
論
者
の
内
、
将
来
的
に
も
存
置
を
望
ん
で
い
る
の
は
、
全
体
の
約
四
六
・
二
％
に
過
ぎ
ず
、
逆
に
、
将
来
的
な
廃
止
の
可
能
性
を
示
唆

す
る
者
と
死
刑
廃
止
論
者
を
合
わ
せ
る
と
全
体
の
四
二
・
二
％
に
な
る21

）。

こ
の
よ
う
な
実
態
か
ら
し
て
も
、
死
刑
の
存
否
に
つ
い
て
、
国
民
的
な
議
論
の
展
開
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
バ
イ
ア
ス
の
か
か
っ
た
「
世

論
調
査
」
の
結
果
の
一
部
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
死
刑
の
執
行
を
一
時
的
に
停
止
し
た
上
で
、
本
格
的
な
世
論
の
喚
起
を
行
う
べ
き
で
あ

り
、
日
本
は
も
う
そ
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う22

）。
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【
参
考
資
料
】
死
刑
を
廃
止
す
る
一
九
八
一
年
一
〇
月
九
日
の
法
律
第
八
一

九
〇
八
号

国
民
議
会
及
び
貴
族
院
が
可
決
し
、
共
和
国
大
統
領
が
審
署
し
た
法
律
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
条
｜
死
刑
は
廃
止
さ
れ
る
。

第
二
条
｜
刑
法
典
を
改
正
す
る
法
律
は
、
そ
の
他
、
本
法
の
適
用
に
必
要
と
な
る
、
刑
罰
執
行
の
原
則
の
調
整
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

第
三
条
｜
死
刑
が
科
さ
れ
る
旨
規
定
し
て
い
る
全
て
の
現
行
規
定
に
お
い
て
、
こ
の
刑
の
参
照
は
、
当
該
重
罪
の
性
質
に
よ
っ
て
、
無
期
懲

役
か
無
期
重
禁
錮
の
い
ず
れ
か
の
参
照
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

第
四
条
｜
刑
法
典
第
一
二
条23

）、
第
一
三
条24

）、
第
一
四
条25

）、
第
一
五
条26

）、
第
一
六
条27

）及
び
第
一
七
条28

）、
並
び
に
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
七
一
三
条29

）

は
、
廃
止
さ
れ
る
。

第
五
条
｜
刑
法
典
第
七
条30

）第
一
号
は
、
削
除
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
同
条
第
二
号
、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
号
、

第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
と
な
る
。

第
六
条
｜
軍
事
裁
判
法
典
第
三
三
六
条31

）及
び
第
三
三
七
条32

）は
、
廃
止
さ
れ
る
。

第
七
条
｜
軍
事
裁
判
法
典
第
三
四
〇
条
第
一
項33

）は
、
以
下
の
項
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

「
訴
追
命
令
を
出
す
か
ま
た
は
手
続
を
請
求
し
た
軍
当
局
は
、
軍
事
大
臣
へ
の
通
知
を
条
件
に
、
あ
ら
ゆ
る
有
罪
判
決
の
執
行
を
停
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
軍
当
局
は
、
判
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
三
ヵ
月
間
こ
の
権
利
を
保
持
す
る
。」

第
八
条
｜
本
法
は
、
海
外
領
土
、
及
び
、M

a
y
o
tte

海
外
県
に
適
用
さ
れ
る
。

第
九
条
｜
①
一
九
八
〇
年
一
一
月
一
日
以
降
に
言
い
渡
さ
れ
た
死
刑
判
決
は
、
当
該
重
罪
の
性
質
に
よ
っ
て
、
当
然
に
、
無
期
懲
役
か
ま
た

は
無
期
重
禁
錮
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

②
有
罪
判
決
が
破
棄
申
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
、
前
項
の
規
定
は
、
破
棄
申
立
て
の
取
り
下
げ
ま
た
は
棄
却
の
場
合
に
の
み
、
適
用
さ

れ
る
。
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本
法
は
、
国
法
と
し
て
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
八
一
年
一
〇
月
九
日

共
和
国
大
統
領

F
R
A
N
Ç
O
IS M

IT
T
E
R
R
A
N
D

首
相

P
IE
R
R
E
 
M
A
U
R
O
Y

国
務
大
臣
、
内
務
及
び
地
方
分
権
大
臣

G
A
S
T
O
N
 
D
E
F
F
E
R
R
E

司
法
大
臣

R
O
B
E
R
T
 
B
A
D
IN
T
E
R

防
衛
大
臣

C
H
A
R
L
E
S H

E
R
N
U

１
）

二
〇
一
〇
年
に
、
死
刑
問
題
を
め
ぐ
っ
て
よ
り
広
く
国
民
的
な
議
論
が
行
わ
れ
る
契
機
に
す
る
等
の
目
的
で
、
法
務
省
に
「
死
刑
の
在
り
方
に
関
す

る
勉
強
会
」
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
二
〇
一
二
年
に
は
、
『
死
刑
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
勉
強
会
』
取
り
ま
と
め
報
告
書
」

w
w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/co

n
ten

t /

000096631.p
d
f

〔
二
〇
一
七
年
九
月
四
日
閲
覧
〕）
が
公
表
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
従
来
の
議
論
枠
組
み
を
超
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

２
）

日
本
犯
罪
社
会
学
会
「
第
四
二
回
大
会
報
告
要
旨
集
」

二
〇
一
五
年
）

h
ttp
: //h

a
n
sh
a
.d
a
ish
o
d
a
i.a
c.jp

/m
eetin

g
 
rep

o
rts /P

D
F
/

m
eetin

g
-rep

o
rts 42 2015.p

d
f

〔
二
〇
一
七
年
九
月
四
日
閲
覧
〕）。

３
）

日
本
弁
護
士
連
合
会
「
死
刑
制
度
の
廃
止
を
含
む
刑
罰
制
度
全
体
の
改
革
を
求
め
る
宣
言
」

h
ttp
s: //w

w
w
.n
ich
ib
en
ren

.o
r.jp

/lib
ra
ry
/ja
/

civ
il lib

erties /d
a
ta
/2016 1007 03.p

d
f

〔
二
〇
一
七
年
九
月
四
日
閲
覧
〕）。

４
）

日
本
弁
護
士
連
合
会
「
死
刑
制
度
の
問
題
（
死
刑
廃
止
及
び
関
連
す
る
刑
罰
制
度
改
革
実
現
本
部
）」

h
ttp
s: //w

w
w
.n
ich
ib
en
ren

.o
r.jp

/

a
ctiv

ity
/crim

in
a
l /d
ea
th
p
en
a
lty
.h
tm
l

〔
二
〇
一
七
年
九
月
四
日
閲
覧
〕）。

５
）

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
死
刑
廃
止
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
青
木
人
志
「
死
刑
存
廃
論
議
へ
の
比
較
法
的
接
近
」
一
橋
論
叢
一
一
五
巻
四
号
（
一
九
九
六

年
）
七
三
四
頁
、
鈴
木
尊
紘
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
死
刑
廃
止
｜
フ
ラ
ン
ス
第
５
共
和
国
憲
法
の
死
刑
廃
止
規
定
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
外
国
の
立
法
二
三
四

号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
四
五
頁
以
下
、
新
倉
修
「
フ
ラ
ン
ス
は
死
刑
を
廃
止
し
た
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
八
号
（
一
九
八
三
年
）
六
二
頁
以
下
等
参
照
。

６
）

S
A
U
V
É
,
Jea

n
-M
a
rc,

D
e l’a

b
o
litio

n d
e la p

ein
e d

e m
o
rt a

u d
ro
it a

la v
ie,

o
u le

«v
isa
g
e serein d

e M
in
erv

e»
v
u d

u C
o
n
seil
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d
’É
ta
t,
L
’exigen

ce d
e ju

stice,
M
elan

ges en
 
l’h
on
n
eu
r d

e R
O
B
E
R
T
 
B
A
D
IN
T
E
R
,
2016,

D
a
llo
z,
p
p
.674 et ss.

７
）

S
A
U
V
É
,
o
p
.cit.

(n
o
te 6),

p
p
.669 et ss.;

W
A
Q
U
E
T
,
P
h
ilip

p
e,
L
a co

u
r d
e ca

ssa
tio
n et la p

ein
e d
e m

o
rt,
L
’exigen

ce d
e ju

stice,

M
elan

ges en
 
l’h
on
n
eu
r d

e R
O
B
E
R
T
 
B
A
D
IN
T
E
R
,
2016,

D
a
llo
z,
p
p
.733 et ss.
８
）

W
A
Q
U
E
T
,
o
p
.cit.

(n
o
te 7),

p
.739

参
照
。

９
）

C
rim

.
19 m

a
rs 1981,

B
u
ll.
C
rim

.,
n
100.

10
）

Ib
id
.

11
）

Ib
id
.

12
）

Ib
id
.

13
）

W
A
Q
U
E
T
,
o
p
.cit.

(n
o
te 7),

p
p
.743

744.
W
A
Q
U
E
T

は
、

い
か
な
る
被
告
人
も
｜
そ
の
弁
護
人
も
｜
、
訴
訟
の
最
中
に
、
各
司
法
官
の
出

廷
の
適
法
性
に
つ
い
て
疑
義
を
唱
え
る
こ
と
は
、
不
適
法
で
あ
る
こ
と
が
顕
著
ま
た
は
明
白
な
場
合
を
除
け
ば
、
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。
破
棄
申
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
判
決
の
適
法
性
を
検
証
し
、
自
己
に
提
起
さ
れ
た
批
判
を
吟
味
す
る
の
が
破
毀
院
刑
事
部
の
任
務
で
あ
る
」
と
述

べ
る
（W

A
Q
U
E
T
,
o
p
.cit.

(n
o
te 7),

p
.744

）。

14
）

C
E
,
A
S
S
.,
15 m

a
i 1981,

A
ssem

b
lee d

u co
n
ten

tieu
x
.

15
）

①M
illa

u

軽
罪
裁
判
所
一
九
七
七
年
九
月
一
六
日
判
決
（
盗
品
関
与
、
文
書
偽
造
・
同
行
使
、
詐
欺
、
第
四
類
武
器
携
帯
｜
一
年
の
拘
禁
刑
（
内

四
ヵ
月
執
行
猶
予
））、
②É

v
ry

軽
罪
裁
判
所
一
九
七
八
年
六
月
二
日
判
決
（
小
切
手
偽
造
・
同
行
使
｜
一
五
日
の
拘
禁
刑
）、
③P

a
ris

控
訴
院
一
九
七

八
年
六
月
二
一
日
判
決
（
盗
品
関
与
、
詐
欺
｜
五
年
の
拘
禁
刑
（
内
一
年
執
行
猶
予
））

W
A
Q
U
E
T
,
o
p
.cit.

(n
o
te 7),

p
.739

参
照
）。

16
）

W
A
Q
U
E
T
,
o
p
.cit.

(n
o
te 7),

p
.744

参
照
。

17
）

裁
判
中
の
一
九
八
一
年
二
月
二
四
日
、P

h
ilip

p
e M

A
U
R
IC
E

は
、
刑
務
所
か
ら
の
逃
走
を
図
り
、
看
守
に
対
す
る
故
殺
に
及
び
同
人
に
傷
害
を

負
わ
せ
た
こ
と
か
ら
、
逃
走
未
遂
及
び
故
殺
未
遂
で
、
一
九
八
二
年
二
月
二
五
日
にP

a
ris

重
罪
法
院
で
懲
役
一
六
年
の
有
罪
宣
告
を
受
け
て
い
る

（A
rch

iv
e L

e M
o
n
d
e d

u 01 /07 /1982

参
照
）。

18
）

W
A
Q
U
E
T
,
o
p
.cit.

(n
o
te 7),

p
.746

参
照
。

19
）

内
閣
府
「
基
本
的
法
制
度
に
関
す
る
世
論
調
査
報
告
書
（
平
成
二
六
年
一
一
月
調
査
）」

h
ttp
: //su

rv
ey
.g
o
v
-o
n
lin
e.g
o
.jp
/h
26 /h

26

h
o
u
seid

o
/in
d
ex
.h
tm
l

〔
二
〇
一
七
年
九
月
四
日
閲
覧
〕）。

20
）

本
来
な
ら
、
死
刑
の
存
廃
に
つ
い
て
国
民
の
意
識
を
正
確
に
調
査
す
る
た
め
に
は
、

死
刑
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
」、

死
刑
は
存
置
す
べ
き
で
あ

る
」
と
い
っ
た
中
立
的
な
選
択
肢
に
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

ど
ん
な
場
合
で
も
死
刑
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
」、

場
合
に
よ
っ
て
は
死
刑

も
や
む
を
得
な
い
」
と
い
う
選
択
肢
が
設
け
ら
れ
て
い
た
従
来
の
「
世
論
調
査
」
よ
り
は
こ
れ
で
も
改
善
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
（
前
掲
注

19
）参
照
）。
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21
）

井
上
宜
裕
「
刑
罰
権
の
濫
用
防
止
と
厳
罰
化
╱
３

刑
罰
と
は
何
か
」
南
野
森
編
『
ブ
リ
ッ
ジ
ブ
ッ
ク
法
学
入
門
〔
第
２
版
〕』

信
山
社
、
二
〇
一

三
年
）
一
八
一
頁
以
下
他
参
照
。

22
）

こ
の
よ
う
な
中
、
二
〇
一
七
年
七
月
一
三
日
、
再
審
請
求
中
の
死
刑
囚
に
対
し
て
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。

23
）

刑
法
典
第
一
二
条
「
全
て
の
死
刑
宣
告
者
は
、
斬
首
さ
れ
る
。」

24
）

刑
法
典
第
一
三
条
「
死
刑
が
国
家
の
安
全
に
対
す
る
罪
に
つ
き
宣
告
さ
れ
た
場
合
、
第
一
二
条
の
規
定
に
反
し
て
、
死
刑
は
銃
殺
に
よ
っ
て
執
行
さ

れ
る
。

25
）

刑
法
典
第
一
四
条
「
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
の
遺
体
は
、
家
族
が
請
求
す
る
場
合
、
家
族
に
遺
体
を
裸
で
埋
葬
さ
せ
る
こ
と
を
条
件
に
、
家
族
に
引

き
渡
さ
れ
る
。」

26
）

刑
法
典
第
一
五
条
「
①
執
行
調
書
は
、
書
記
官
に
よ
っ
て
即
座
に
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
作
成
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
二
〇
フ
ラ
ン
以
上
一

〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。
調
書
は
、
重
罪
法
院
の
長
ま
た
は
そ
の
代
理
人
、
検
察
の
代
表
者
及
び
書
記
官
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
る
。
②

執
行
後
直
ち
に
、
こ
の
調
書
の
複
写
が
、
執
行
の
あ
っ
た
行
刑
施
設
の
門
に
掲
示
さ
れ
、
二
四
時
間
そ
こ
に
張
ら
れ
た
ま
ま
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
れ
ら
の
措
置
が
取
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
前
項
と
同
様
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。
執
行
が
行
刑
施
設
の
構
外
で
行
わ
れ
た
場
合
、
調
書
は
、
執
行
場
所
の

市
町
村
役
場
の
門
に
掲
示
さ
れ
る
。
③
調
書
以
外
の
執
行
に
関
す
る
メ
モ
、
文
書
は
、
出
版
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
え
ず
、
こ
れ
に
違
反
す
る
場
合
、
三
六

〇
フ
ラ
ン
以
上
二
〇
、
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。
執
行
調
書
が
掲
示
さ
れ
ず
、
ま
た
は
、
被
有
罪
宣
告
者
に
通
知
さ
れ
も
し
く
は
判

決
原
本
に
記
載
さ
れ
た
恩
赦
命
令
が
掲
示
さ
れ
な
い
限
り
、
司
法
官
職
高
等
評
議
会
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
意
見
ま
た
は
共
和
国
大
統
領
に
よ
っ
て
下
さ

れ
た
決
定
に
関
す
る
い
か
な
る
情
報
も
、
出
版
、
掲
示
、
ビ
ラ
ま
た
は
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
公
表
手
段
に
よ
っ
て
公
表
す
る
こ
と
は
、
同
様
の
刑
罰
の
下
、

禁
止
さ
れ
る
。
④
調
書
は
、
判
決
原
本
の
下
部
に
二
四
時
間
以
内
に
書
記
官
に
よ
っ
て
転
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
違
反
す
る
と
第
一
項
に
定

め
ら
れ
る
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
。
転
記
は
書
記
官
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
、
書
記
官
は
調
書
の
余
白
に
全
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
違
反
す
る

と
同
様
の
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
。
こ
の
記
載
も
同
様
に
署
名
さ
れ
、
調
書
そ
の
も
の
の
よ
う
に
証
明
す
る
。
⑤
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
い
か
な
る
執
行
態
様

で
あ
っ
て
も
適
用
さ
れ
る
。
有
罪
宣
告
が
重
罪
法
院
以
外
の
裁
判
所
か
ら
発
せ
ら
れ
る
場
合
、
当
該
裁
判
所
長
は
、
本
条
及
び
第
二
六
条
の
適
用
の
た
め

に
重
罪
法
院
の
長
に
属
す
る
権
限
を
行
使
す
る
。」

27
）

刑
法
典
第
一
六
条
「
①
執
行
は
、
国
璽
尚
書
、
司
法
大
臣
の
命
令
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
た
、
行
刑
施
設
の
一
つ
の
内
部
で
行

わ
れ
る
。
②
以
下
に
示
さ
れ
る
者
の
み
に
執
行
の
立
ち
会
い
が
許
さ
れ
る
。
1°
重
罪
法
院
の
長
、
さ
も
な
く
ば
、
重
罪
法
院
院
長
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た

司
法
官
、
2°
検
事
総
長
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
検
察
官
、
3°
執
行
場
所
の
裁
判
所
判
事
、
4°
重
罪
法
院
の
書
記
官
、
さ
も
な
く
ば
、
執
行
場
所
の
裁
判
所

書
記
官
、
5°
被
有
罪
宣
告
者
の
弁
護
人
、
6°
司
祭
、
7°
行
刑
施
設
の
長
、
8°
警
視
正
、
及
び
、
必
要
な
場
合
、
検
事
総
長
ま
た
は
共
和
国
検
事
に
よ
っ
て

要
求
さ
れ
た
官
憲
、
9°
矯
正
医
官
、
さ
も
な
く
ば
、
検
事
総
長
ま
た
は
共
和
国
検
事
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
医
師
。」
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28
）

刑
法
典
第
一
七
条
「
死
刑
宣
告
を
受
け
た
女
子
が
妊
娠
中
で
あ
る
旨
申
告
し
、
か
つ
、
そ
の
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
場
合
、
当
該
女
子
は
、
分
娩
後
に

し
か
刑
を
受
け
な
い
。」

29
）

刑
事
訴
訟
法
典
第
七
一
三
条
「
宣
告
刑
が
死
刑
の
場
合
、
検
察
官
は
、
有
罪
宣
告
が
確
定
し
た
時
点
で
、
そ
の
旨
司
法
大
臣
に
通
知
す
る
。」

30
）

刑
法
典
第
七
条
「
体
刑
及
び
加
辱
刑
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
1°
死
刑
、
2°
無
期
懲
役
、
3°
無
期
重
禁
錮
、
4°
有
期
懲
役
、
5°
有
期
重
禁
錮
。」

31
）

軍
事
裁
判
法
典
第
三
三
六
条
「
①
軍
事
大
臣
は
、
軍
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
確
定
し
た
、
全
て
の
死
刑
判
決
を
司
法
大
臣
に
通
知
す
る
。
②

軍
事
裁
判
所
で
裁
判
を
受
け
て
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
軍
当
局
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
場
所
で
銃
殺
さ
れ
る
。」

32
）

軍
事
裁
判
法
典
第
三
三
七
条
「
①
刑
事
訴
訟
法
典
第
七
一
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
並
び
に
、
刑
法
典
第
一
五
条
及
び
第
一
七
条
の
諸
規
定
は
、

死
刑
を
宣
告
す
る
軍
事
裁
判
所
の
判
決
を
執
行
す
る
際
に
適
用
さ
れ
る
。
②
以
下
の
者
の
み
に
執
行
の
立
ち
会
い
が
許
さ
れ
る
。
｜
裁
判
所
の
長
ま
た
は

構
成
員
、
検
察
の
代
表
者
、
予
審
判
事
、
及
び
、
執
行
場
所
の
軍
事
裁
判
所
の
書
記
官
、
｜
被
有
罪
宣
告
者
の
弁
護
人
、
｜
司
祭
、
｜
軍
当
局
に
よ
っ
て

指
名
さ
れ
た
医
師
、
｜
軍
当
局
に
よ
っ
て
こ
の
た
め
に
徴
用
さ
れ
た
警
備
担
当
の
軍
人
。」

33
）

軍
事
裁
判
法
典
第
三
四
〇
条
「
①
訴
追
命
令
を
出
す
か
ま
た
は
手
続
を
請
求
し
た
軍
当
局
は
、
軍
事
大
臣
へ
の
通
知
を
条
件
に
、
死
刑
以
外
の
刑
を

宣
告
す
る
あ
ら
ゆ
る
判
決
の
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
軍
当
局
は
、
判
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
三
ヶ
月
間
こ
の
権
利
を
保
持
す
る
。」

（84-３- ）575 15
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